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発表事項 「いつきのみや歴史体験館」「明和の里」指定管理者募集

について

内  容  公の施設である「いつきのみや歴史体験館」「明和の里」

の管理運営業務について、施設の設置目的を効果的に

達成させるため、当施設の指定管理者を募集します。

※ 詳細：別紙



いつきのみや歴史体験館指定管理者募集概要

■募集の目的

明和町（以下「町」という。）では、公の施設である「いつきのみや歴史体験館」の

管理業務について、施設の設置目的をより効果的に達成させるため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、いつきのみや歴史体験館条例第４条及び

明和町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年明和町条例

第１６号）第２条の規定に基づき、いつきのみや歴史体験館の指定管理者を募集します。

■施設の概要

（１）施設の設置目的

国史跡斎宮跡の保護、保存及び活用の推進を図り、まちづくりの振興に寄与す

ることを目的とします。

（２）施設の名称・所在地・内容

いつきのみや歴史体験館（平成 11年 10月開設）

所在地 三重県多気郡明和町大字斎宮 3046 番地 25

   （附帯施設）

・斎宮跡１／１０史跡全体模型（平成 14年 3月開設）

所在地 三重県多気郡明和町大字斎宮 3073 番地５ほか

    ・国史跡斎宮跡休憩所（平成 15年 4月開設）

      所在地 三重県多気郡明和町大字斎宮 2969 番地４

・便益施設「ふる里」（平成 2年 4月開設）

所在地 三重県多気郡明和町大字竹川 566 番地

■指定管理者が行う業務

施設の設置目的を達成するため、次の業務を行います。

（１）施設の利用許可に関すること。

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。

（３）史跡案内等、見学者対策に関する事業実施に関すること。

（４）斎宮に係る体験学習事業等の実施に関すること。（県委託事業を除く。）

（５）前項に掲げるもののほか、目的達成のため指定管理者が必要と考えること。

■指定期間

指定管理者の指定期間は、平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までとし、

管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとします。

■応募資格

指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営し、かつ、施設の設置目的を効果的・効



率的に達成することができる法人その他の団体（以下「法人等」という。）とします。

■募集期間（予定）

募集要項配布期間  平成 23 年 10 月 3日～10 月 14 日

申請書提出期間   平成 23 年 11 月 1日～11 月 8日

            ※土曜日、祝日は除く。



明和の里の指定管理者の募集概要

明和の里の管理運営業務を効果的かつ効率的に実施するため、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び明和の里設置及び管理に関する条例（平成

９年明和町条例第６号）第５条の規定に基づき、次のとおり指定管理者の募集を行いま

す。

■指定管理者募集の目的

（１） 指定管理者制度活用の目的

  指定管理者制度は、公の施設に係る管理主体の範囲を民間事業者等まで広げること

により、①施設の効用の最大限の発揮、②住民サービスの向上、③行政コストの縮減

等を図る目的で創設されたものであり、明和町としても今後引き続き指定管理制度を

活用することで、高齢者や心身障害者に対する各種福祉サービスの向上並びに行政事

務の効率化を果たすため、明和の里を指定管理者にその管理を代行させることとしま

す。

（２）施設の設置の目的（役割）

  明和の里は、明和町の高齢者及び心身障害者に対し、各種サービスを提供すること

によって日常生活を支援し、社会的孤立感の解消、心身機能の向上等を図るとともに、

その家族の身体的精神的な負担軽減を図る目的で平成９年に設置され、密度の高い福

祉サービスを提供する施設として現在に至っています。

■施設の概要

（１）名  称   明和の里

（２）所 在 地   明和町大字馬之上９１７番地の 1

■指定管理者が行う業務の範囲

施設の設置目的を達成するため、次の業務を行います。

（１）介護予防サービス事業の実施に関すること。

（２）地域密着型介護予防サービス事業の実施に関すること。

（３）訪問介護サービス事業の実施に関すること。

（４）通所介護サービス事業の実施に関すること。

（５）障害者通所サービス事業の実施に関すること。

（６）施設使用申込みに係る調整及び許可に関すること。

（７）利用料金等の収受に関すること。

（８）明和の里の施設の維持管理に関すること。

（９）前各号に掲げる業務のほか、町と指定管理者が協議し必要と認める業務。

■指定期間

   指定管理者の指定期間は、平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日までと



し、管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとします。

  

■応募資格

指定期間中、安全円滑に対象施設を管理運営し、かつ、施設の設置目的を効果

的・効率的に達成することができる明和町に事業所又は事務所を有し、社会福祉

法第２２条に規定する法人とします。

■募集期間（予定）

募集要項配布期間  平成２３年１０月３日～１０月１４日

申請書提出期間   平成２３年１１月１日～１１月８日

            ※土曜日、祝日は除く。


